
【出典】 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の概要（平成26年4月22日） 総務省）

H25.11 関係省庁会議決定

H24.12 中央自動車道
笹子トンネル天井板落下事故

H28年度末 策定率 98.2%

H32年度までのできるだけ早期に策定

H27.3文科省行動計画

インフラの長寿命化に向けた取り組みの体系 資料６－２
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○すべての国民がスポーツに親しみ楽しめる等の機会の確保（スポーツ基本法前文）
○身近にスポーツに親しめる施設の整備・運用改善（スポーツ基本法第１２条）

実現のためには、施設の老朽化や人口構成の変化等への計画的な対応が必須

・メンテナンスサイクルの円滑な実施に向けた環境整備（インフラ長寿命化計画・文科省行動計画）

・施設の集約化・複合化（骨太方針2016）

・ストックの適正化と安全で多様なスポーツ環境の確保（第２期スポーツ基本計画）

地方公共団体が安全なスポーツ施設を持続的に提供できるようガイドラインを策定

○スポーツ施設の現状把握（整備状況や老朽化の状況等）

○スポーツ施設の特徴と考え方（多種多様、防災上の位置づけ、民間施設との連携、学校体育施設の活用、ＰＰＰ/ＰＦＩ等）

○地方公共団体が行う計画策定の手順

１次評価と２次評価を
踏まえ

個別施設に対する適
用手法（長寿命化、機能
改修、耐震改修、集約化、

複合化、新規整備等）を
定め、

行動計画とする。

人口動態等を踏まえたス
ポーツ施設全体の総合的方
針を定め、

利用人数や住民ニーズ等に
よる優先度を評価し、

施設の基本方針（機能保持、
総量コントロール、建替再整備）

を判定。不足する場合は対
策を検討。

地方公共団体が保
有する施設について

基礎情報（安全性・機
能性・経済性・耐震性）

に基づき、

施設の方向性（維持・
改善・改廃）を簡易的
に判定
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ガイドラインの概要

背景

・市区町村（都道府
県）が策定主体

・Ｈ３２までに策定

・計画期間１０年以上

スポーツ施設のストック適正化ガイドライン



管理者
①管理者総数

②計画策定
対象管理者数

③計画策定
完了管理者数

④策定対象割
合(②／①)

⑤計画策定率
（③／②）

合計 1,914 1,914 194 100% 10%

都道府県 61 61 23 100% 37%

指定都市 23 23 11 100% 47%

市区町村 1,830 1,830 160 100% 8%

社会体育施設（単位：管理者数）

【出典】個別施設毎の長寿命化計画の策定状況調査結果（文部科学省）

平成２９年４月１日時点

スポーツ施設の個別施設計画の策定状況






